
全板連福祉補償制度
のご案内

全日本板金工業組合連合会組合員のみなさまへ

組合員、ご家族、従業員のみなさまの病気やケガをサポート!!

●がん・医療プランにご加入いただくとさまざまな病気や、
　がんによる入院等を補償
●がんで入院した場合は疾病入院保険金日額と
　がん入院保険金日額の両方が支払われます。

●傷害プランにご加入いただくと、日射
　または熱射により被った身体の障害
　についても補償
●熱中症による死亡も補償

「熱中症危険補償特約」が
セットされています!

「特定精神障害補償特約」がセットされています！
　

　

　

● このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明　契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご
契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受
保険会社にお問合わせください。

● 傷害補償（MS&AD型）特約・疾病補償特約・がん補償特約セット団体総合生活補償保険のご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者（全日本板金工業組合連
● この保険は全日本板金工業組合連合会を保険契約者とし、全日本板金工業組合連合会組合員を加入者とする団体総合生活補償保険の団体契約です。

合会）に交付されます。

全日本板金工業組合連合会（全板連）
〒 108-0073 東京都港区三田 1丁目 3-37 板金会館内
Tel.（03）3453-7698　Fax.（03）3456-2781

株式会社　星和ビジネスリンク
〒 108-0014 東京都港区芝 4-1-23 三田 NNビル 4F
0120-288270（平日10:00～16:00） FAX03-5439-2380

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
〒 103-8250 東京都中央区日本橋 3-5-19
広域法人開発部営業課 TEL050-3460-8162

取扱代理店 引受保険会社

　

全板連福祉補償制度全板連福祉補償制度全板連福祉補償制度全板連福祉補償制度全板連福祉補償制度
のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内

団体総合生活補償保険（傷害補償（MS&AD型）特約・疾病補償特約・がん補償特約セット）

2026年度

団体割引
10%適用

月々

530円から!就業中以外の
事故も対象!!

傷害補償（MS&AD型）特約・疾病補償特約・がん補償特約セット団体総合生活補償保険

がん・医療プラン

傷害補償（MS&AD型）特約セット団体総合生活補償保険

傷害プラン



傷害補償（MS&AD型）特約セット団体総合生活補償保険

補償内容と掛金 （保険期間＝1年間）
支払対象期間1,095日（入院・通院）、免責期間0日（入院・通院）
支払限度日数1,095日（入院）、90日（通院）

型 A B C D E F

傷害死亡・後遺障害
保 険 金 額 100万円 200万円 400万円 600万円 800万円 1,000万円

傷害入院保険金
日 額 1,200円 2,400円 4,800円 7,200円 9,600円 12,000円

傷 害 手 術
保 険 金 傷害入院保険金日額の入院中の手術10倍、入院中以外の手術5倍

傷害通院保険金
日 額 820円 1,640円 3,280円 4,920円 6,560円 8,200円

月 額 掛 金 530円 1,060円 2,120円 3,180円 4,240円 5,300円

○上記掛金には、損害保険料（月額）と運営事務費が含まれています。内訳については、下記（型名：損害保険料・運営事務費）のとおりです。
　A：470円・60円　B：940円・120円　C：1,880円・240円　D：2,820円・360円　E：3,760円・480円　F：4,700円・600円　
○ 上記掛金のうち損害保険料には、団体割引10％を適用しております。
○熱中症危険補償特約、食中毒補償特約がセットされています。

警備業8.6％

商業8.1％

清掃・
と畜業6.4％

農業1.5％

林業0.7％

■業種別の状況 ■事故例

（2014年8月の発症事例）

就業中に熱中症になられた方の中で
建設業の方の割合が最も多いです！

厚生労働省
　職場のあんぜんサイト労働災害データベースより

厚生労働省
　令和２年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より

熱中症危険補償特約をセットしています！

熱中症は大丈夫だと思っていても
重症化するケースがあります！

その他17.3％

製造業20.8％

運送業14.3％

（四捨五入の関係で合計しても100%にならない場合があります。）
熱中症による死傷者数の業種別の状況（2020年）

61才　建築工事業

ガス本支管工事において、９時から現場作業開
始。土木作業及び運転手として従事。
１２時頃より体調不良があったが、休憩→作業
→休憩を繰り返し、１５時５０分頃に自身の運転
で帰社。
２０時半頃、尿が少なく手足がつる感覚があった
ため、病院で診察を受けたところ、熱中症の診
断を受け入院した

建設業
22.4％

ケガの備えに「傷害プラン」
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補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、5ページの『お支払いする保険金および費用保険金のご説明』をご確認ください。

国内・国外を問わず、交通事故はもちろん、
仕事中・スポーツ中・旅行中・家庭内外の日常生活における
事故によるケガに対し、保険金をお支払いします。

＜事故の例＞ ＜事故の例＞

事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し
たとき、傷害死亡保険金をお支払いします。
※保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・
　後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。

事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺
障害が発生したとき、傷害死亡・後遺障害保険金額に約款所定の支払割合を乗じた額
を傷害後遺障害保険金としてお支払いします。
※保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

事故によるケガの治療のために入院したとき、事故の発生の日からその日を含めて
1,095日以内の入院を対象とし1,095日を限度に、その入院日数に対して傷害入院
保険金をお支払いします。

事故によるケガの治療のために通院したとき、事故の発生の日からその日を含めて
1,095日以内の通院を対象とし、90日を限度として傷害通院保険金をお支払いし
ます。

事故によるケガの治療のために所定の手術を受けたとき傷害入院保険金日額の10倍
または5倍をお支払いします。

補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、5ページの『お支払いする保険金および費用保険金のご説明』をご確認ください。

お支払いする保険金

事故の例

傷害死亡
保険金

傷害入院
保険金

傷害手術
保険金

傷害通院
保険金

傷害後遺障害
保険金

交通事故
によるケガ

旅行中
のケガ

階段から
落ちてケガ

建物の火災･
倒壊などに
よるケガ

スポーツ中
のケガ

仕事中
のケガ

日射または熱射により
被った身体の
障害についても
保険金をお支払いします。

（注）死亡保険金は所定の条件に該当
　　した場合に限ります。

細菌性食中毒および
ウイルス性食中毒により
被った身体の障害について
保険金をお支払いします。

熱中症危険補償特約

食中毒補償特約
＋

就業中以外の
事故も対象!!
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傷害補償（MS&AD型）特約・疾病補償特約・がん補償特約セット団体総合生活補償保険

病気の備えに「がん・医療プラン」

補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、5ページの『お支払いする保険金および費用保険金のご説明』をご確認ください。

○上記掛金には、損害保険料（月額）と運営事務費が含まれています。内訳については、下記（型名：損害保険料・運営事務費）のとおりです。
　ア：810 円・200 円 イ：1,010 円・270 円 ウ：1,410 円・310 円 エ：1,770 円・420 円 オ：2,070 円・390 円
　カ：2,520 円・350 円 キ：2,920 円・440 円 ク：3,600 円・350 円 ケ：4,330 円・210 円 コ：4,710 円・250 円
　サ：6,680 円・250 円 シ：6,840 円・250 円 ス：9,590 円・70 円
○上記掛金のうち損害保険料には、団体割引10%を適用しております。
○年令は、保険始期日（2026年4月1日）時点の満年令となります。
○特定精神障害補償特約がセットされています。（自動セット）

補償内容と掛金（年令によって掛金・補償額が変わります）

型 年令（才） 月額掛金
（円）

疾病入院
保険金日額（円）

がん入院
保険金日額（円）

疾病・がん
手術保険金・
放射線治療

がん診断
保険金額（万円）

葬祭費用
保険金額（万円）

傷害死亡・後遺障害
保険金額（万円）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

15 ～ 19

20 ～ 24

25 ～ 29

30 ～ 34

35 ～ 39

40 ～ 44

45 ～ 49

50 ～ 54

55 ～ 59

60 ～ 64

65 ～ 69

70 ～ 74

　　   75

10,000 10,000

入
院
中
の
手
術
・
放
射
線
治
療

疾
病
・
が
ん
入
院
保
険
金
日
額
の
10
倍
、

入
院
中
以
外
の
手
術
５
倍

100 100

10,000 10,000 50 50 100

9,000 9,000 30 30

7,000 7,000 30 30

5,000 5,000 30 10

3,000 3,000 30 10

支払対象期間120日（疾病・がん入院）・支払限度日数
120日（疾病入院 ）、免責期間0日（疾病・がん入院） （保険期間＝1年間）

疾病
入院・手術

病気の治療のために
入院したとき、
所定の手術を
受けたとき

■国内・国外を問わず、がん・病気による入院・手術・放射線治療等を補償します。

■がん入院保険金は入院を開始してから120日を限度にお支払いします。日帰り入院から補償します。

がん
入院・手術

がんと診断確定され、
入院したとき、
所定の手術を
受けたとき

疾病
放射線治療

病気の治療のため、
所定の放射線治療を

受けたとき

がん
放射線治療

がんと診断確定され、
所定の放射線治療を

受けたとき

がん診断
保険金

葬祭費用補償
傷害死亡・
後遺障害
保険金

がんと診断確定
されたとき
一時金として

葬式の費用に 一時金としてお支払い

がん入院保険金、がん診断保険金、がん手術保険金、
がん放射線治療保険金についてのご注意
初年度契約の保険期間の開始時より前に発病したがんまたは初年度契約
の保険期間の開始時からその日を含めて90日（待期期間といいます）を経
過した日の翌日午前０時より前に発病したがんについては、保険金をお支
払いできません。

■ケガや病気により死亡し、親族が葬祭費用を負担し
たとき葬祭費用保険金（実費）をお支払いします。

■事故によるケガのため死亡したときや約款所定の
後遺障害状態になったとき

1,010
1,280
1,720
2,190
2,460
2,870
3,360
3,950
4,540
4,960
6,930
7,090
9,660

特定精神障害補償特約をセットしています！
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制度の取扱い
●加入資格
全日本板金工業組合連合会（以下、全板連）傘下の各都道府県組合に所属する組合員の方がご加入できます。
●被保険者（補償の対象となる方）
全板連傘下の組合に所属する組合員（組合員が法人の場合は、当該法人の役員または従業員）およびそのご
家族からお選びいただいた方となります。ご家族とは、組合員の配偶者、こども、両親および兄弟姉妹、組
合員と同居の親族をいいます。
●加入年令
●傷害プラン
年令に関係なくご加入いただけます。
●がん・医療プラン
新規加入は満 15才から満 65 才まで、既加入者の方は満 75才まで継続加入できます。
（注）健康状態告知書質問事項（がん・医療プラン）の回答内容や加入申込票記載事項（年令、他保険加入状況、保険金請求歴等）等に

より、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●ご注意
他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただ
きます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
●自動継続扱について
ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り保険契約の満了する日と同一内容（※）で継続
加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日時点の被保険者の年令（がん・医療プ
ラン）および保険料率によって計算されます。

 （ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。

（※）傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、ご加入内容の変更となり、改めてお手
　　　続きが必要です。この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。 
　　 （注）「傷害プラン」は傷害死亡保険金受取人の指定はできません。

●制度の運営
この制度は全板連が保険契約者となり、引受保険会社と締結した傷害補償（MS&AD型）特約・疾病補償特
約・がん補償特約セット団体総合生活補償保険の団体契約に基づいて運営します。（公的な共済制度ではあり
ません。）
●加入手続きおよび補償開始日

次年度以降については、特にお申し出のない場合、前年度と同一加入プランにて継続扱とさせていただきます
ので、手続きは不要です。
●保険金額変更（傷害プラン）・脱退手続
保険金額変更・脱退の場合はすみやかに各都道府県組合を通じ、全板連へご連絡ください。
各月の15日（土日祝日の場合は翌営業日）までに全板連本部に書類が提出された場合は翌月 1日の変更・脱退
となります。
●掛金の払込方法
各都道府県板金工業組合が決定した方法に従ってください。
【掛金は、各都道府県組合を通じて全板連に払込みます。】
【保険金の請求手続き】保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。
●がん・医療プラン
保険請求に該当したときは30日以内に各都道府県組合を通じ、全板連へご連絡いただくか、または取扱代理店・引受保険
会社へご連絡ください。引受保険会社より所定の書類をお送りいたします。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社
が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
※1か月単位で請求できます。

●傷害プラン
保険事故に該当したときは 30日以内に各都道府県組合を通じ、全板連へご連絡いただくか、または取扱代理
店・引受保険会社へご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し
引いて保険金をお支払いすることがあります。治療終了後備え付けの所定の書類によって請求手続きをしてください。
※ご請求は治療が終了してからとなりますが、入院が 1か月以上続く場合は中途での請求が可能な場合がありますのでご相談ください。

【税法上の取扱い】
法人事務所が負担した保険料は全員付保の場合、役員分も含めて全額損金として認められます。
個人事業所の場合、従業員のために負担した保険料は、全額必要経費として認められます。
※詳しくは、お取引の顧問税理士等へお問合わせ、ご相談ください。

加入手続きは各都道府県組合を通じ、全板連にて行ってください。4月 1日より補償開始となる場合の加入手続き
については 2026 年 3月 16 日（全板連到着分）までとなります。更新日以降は毎月 15日（土日祝日の場合は翌営
業日）までにお申し込みのあった分（全板連到着分）については、それぞれの翌月 1日から補償開始となります。

●保険期間（ご契約期間）
保険期間は 1年で、2026年 4 月 1日午後 4時～2027年 4 月 1日午後 4時までとなります。なお、中途加入
者につきましては中途加入日午前0時～2027年 4 月 1 日午後 4時までとなります。以後は毎年4月1日を更新
日とし、保険期間 1年で継続します。
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（2025 年 10 月承認）A25-102202

サービスのご案内

傷害プランに加入された被保険者（補償の対象となる方）は①および④のサービス、
がん・医療プランに加入された被保険者（補償の対象となる方）は①～④のサービスをご利用いただけます。
①【生活安心サポート】
　■健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）
　■ホームヘルパーサポート（ホームヘルパー業者のご紹介）
　■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）
②【医療カウンセリングサービス】
　■セカンドオピニオンのご相談
③【健康安心サポート】
　■健康検診サービス（人間ドック施設のご紹介／PET検診施設のご紹介） 
　■健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご
提供）

　■介護安心サービス（介護安心相談／介護に関する業者・施設情報のご提供）／認知症
TESTER( テスター )

　■メンタルご相談（メンタルヘルスのご相談）  
　■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）
④【CareWiz トルト for me】
“ 動画を撮るだけ ”“ 録音するだけ ”で転倒リスクや免疫機能低下リスクを確認！転倒機能・免疫機能の低下予防のため、３か月に１度の定期的な
利用がおすすめです。

　■歩行機能分析
　　・利用者のスマートフォンなどで「歩行動画を撮影する」ことによって身体機能分析（速さ / よこゆれ / かたむきなどを元に AI が分析）を行い、

分析結果を表示するとともに、おすすめのトレーニングなどを提案します。
　　・歩行機能を把握し、おすすめのトレーニングを実践することで、転倒事故などのケガの予防につながります。
　■口腔機能分析
　　・利用者のスマートフォンなどで「“パ・タ・カ”と発音する音声を録音する」ことによって口腔機能分析（滑らかさ / 安定性 / 唇の能力 / 舌の

能力などを元にAI が分析）を行い、分析結果を表示するとともに、おすすめのトレーニングなどを提案します。
　　・口腔機能を把握し、おすすめのトレーニングを実践することで、免疫機能低下によるフレイル（注）の予防につながります。
　　（注）「フレイル」とは、心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態をいい、誤嚥などの嚥下機能の低下につながりま

す。
※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。 　ただし、『CareWiz トルト for me』については、各特約の
補償対象となる方も利用可能です。

※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※「生活安心サポート」「医療カウンセリングサービス」「健康安心サポート」は保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、
緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。

※「生活安心サポート」「医療カウンセリングサービス」「健康安心サポート」はサービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※「CareWiz トルト for me」のご利用にあたっては、スマートフォンなどが必要です。
※「CareWiz トルト for me」の分析結果はあくまでも目安であり、ご利用者の状態を断定するものではありません。
※「CareWiz トルト for me」のサービス利用料は無料ですが、通信料はサービス利用者負担となります。また、保険期間中の利用回数に制限は
ありません。

※上記は「生活安心サポート」「医療カウンセリングサービス」「健康安心サポート」「CareWiz トルト for me」の概要を記載したものです。サ
ービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に交付される加入者証または「団体総合生活補償保険サービスガイド」でご確認くだ
さい。

重要事項のご説明・お支払いする保険金および費用保険金のご説明
詳しくは下記コード・URLより重要事項のご説明・お支払いする保険金および費用保険金のご説明をご確認ください。
下記コード・URLからご確認できない場合は取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。

重要事項のご説明 お支払いする保険金および費用保険金のご説明
①傷害プラン、がん・医療プラン ②がん・医療プラン（費用）

https://aioinissaydowa-wpm.jp/gid/ds_j_GN24-300732.pdf
① https://aioinissaydowa-wpm.jp/gid/ds_h_GN25-300013.pdf
② https://aioinissaydowa-wpm.jp/gid/ds_h_GN25-300001.pdf
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